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患
者
に
朗
報
・
制
度
は
試
練

アルツハイマー新薬

．．

論
説

　
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ

病
の
進
行

を
遅
ら
せ
る
新
薬
は
出
回
る
の

か


　
エ

ザ
イ
と
米
国
バ
イ
オ
ジ


ン
は

共
同
開
発
の
﹁
レ
カ

ネ
マ
ブ
﹂
の
最
終
治
験
で
﹁
有

効
性
を
確
認
﹂
と
発
表
し
た


今
年
度
中
に
も
日
米
で
承
認
を

申
請
す
る


　
従
来
の
症
状
を
和
ら
げ
る
薬

で
は
な
く

脳
内
に
た
ま

て

神
経
細
胞
を
壊
す
﹁
ア
ミ
ド
ロ

イ
ド
β
︵
ベ

タ

︶
﹂
を
除

去
す
る


　
早
期
の
患
者
約
１
８
０
０
人

を
対
象
に
偽
薬
投
与
グ
ル

プ

と
比
べ

レ
カ
ネ
マ
ブ
投
与
側

で
症
状
の
悪
化
が﹁

％
抑
制
﹂

さ
れ
た

脳
の
浮
腫
等
の
副
作

用
も
一
部
生
じ
た
が

﹁
制
御

可
能
﹂
と
い
う


　
両
社
は
先
に
類
似
の
﹁
ア
デ


カ
ヌ
マ
ブ
﹂を
開
発
し
た
が


日
本
や
Ｅ
Ｕ
で
承
認
を
見
送
ら

れ
た

米
国
で
は
条
件
付
き
承

認
さ
れ
た
も
の
の

進
行
抑
制

効
果
へ
の
疑
問
や
高
価
格
︵
体

重

㎏
の
男
性
で
年
間
約
８
０

０
万
円
︶
が
原
因
で
普
及
し
て

い
な
い

今
回
の
価
格
は
ま
だ

未
公
表
で
あ
る


　
新
薬
は
有
効
性
と
安
全
性


さ
ら
に
費
用
対
効
果
を
問
わ
れ

る


　
近
年
は
超
高
額
の
画
期
的
な

薬
剤
が
相
次
ぐ

代
表
例
は


２
歳
未
満
の
脊
髄
性
筋
萎
縮
症

の
遺
伝
子
治
療
薬
﹁
ゾ
ル
ゲ
ン

ス
マ
点
滴
静
注
﹂
で

１
回
の

投
与
で
劇
的
に
効
く

値
段
は

１
回
で
約
１
億
６
７
０
０
万
円

に
上
る


　
大
企
業
従
業
員
ら
の
健
康
保

険
組
合
連
合
会
︵
約
１
４
０
０

組
合

２
９
０
０
万
人
︶
の
２

０
２
１
年
度
高
額
レ
セ
プ
ト
の

１

７
位
を
占
め
た


　
患
者
の
自
己
負
担
は
通
常

﹁
高
額
療
養
費
制
度
﹂
で
支
払

い
可
能
な
範
囲
に
抑
え
ら
れ
る

が

ゾ
ル
ゲ
ン
ス
マ
は
小
児
難

病
の
公
費
が
助
成
さ
れ
る

も

ち
ろ
ん
保
険
制
度
の
財
政
負
担

は
重
く

健
保
連
で
は
全
組
合

の
拠
出
金
で
や
り
繰
り
さ
れ

る


　
ゾ
ル
ゲ
ン
ス
マ
対
象
の
患
者

は
推
定
年

人

費
用

億
円

に
止
ま
る
が

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ


の
初
期
症
状
や
前
段
階
の
軽

度
認
知
障
害
は
数
百
万
人
規
模

だ


　
価
格
も
含
め
審
査
は
厳
格
に

な
る

承
認
後
も
有
効
・
安
全

な
投
与
対
象
者
を
絞
り
込
む
陽

電
子
放
射
断
層
撮
影︵
Ｐ
Ｅ
Ｔ
︶

や
脳
脊
髄
液
検
査
が
不
可
欠
で

あ
る

こ
の
費
用
も
高
い
が


保
険
適
用
に
す
る
の
か

販
売

額
が
予
想
以
上
に
な
れ
ば

価

格
を
何
度
で
も
切
り
下
げ
る


そ
ん
な
高
額
薬
剤
の
総
合
的
な

対
処
例
に
な
る
だ
ろ
う


　
難
病
患
者
を
救
う
た
め
に
も

保
険
財
政
の
健
全
性
を
保
つ
必

要
が
あ
る


　
一
般
的
な
薬
剤
対
策
で
は

﹁
薬
漬
け
﹂
と
も
言
え
る
過
剰

投
与

重
複
投
与
の
防
止

湿

布

保
湿
剤
等
ま
で
保
険
を
適

用
す
る
悪
習
の
徹
底
的
な
是

正

ゼ
ネ
リ

ク
医
薬
品
の
普

及
促
進
な
ど
取
り
組
む
べ
き
課

題
は
山
積
み
だ

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